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１．ログイン

１．ログイン



 インターネット検索で「にしのみやスマート申請」と検索し、ホーム画面を表示します。
 初めて「にしのみやスマート申請」をご利用される方は「新規登録」を行ってください。
 登録後、ログインをクリックしてください。

新規登録の方法については、西宮市ホームページにて公開している「利用マニュアル」をご参照ください。
https://www.nishi.or.jp/shinseisho/nishinomiyasmart.html

１．ログイン

https://www.nishi.or.jp/shinseisho/nishinomiyasmart.html


 利用者ID（メールアドレス）とパスワードを入力することでログインできます。

申請状況のメール通知は、ログイン時に入力するメールアドレス宛に送付されます。

１．ログイン



２．申請内容の入力

2．申請内容の入力



 ホーム画面にて「手続き一覧（事業者向け）」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（ホーム画面）



 キーワード検索にて「調査依頼書」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。
 「建設予定地に関する調査依頼書」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（手続き検索①）

「調査依頼書」と
入力してください。



 「条件を指定して検索」のカテゴリの中から「交通・環境・まちづくり」を選択してください。
 「景観・まちづくり」を選択してください。
 「建設予定地に関する調査依頼書」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（手続き検索②）

「景観・まちづくり」を
選択してください。



 「建設予定地に関する調査依頼書」であることを確認し、「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（内容詳細）



 「申請にあたっての注意事項」を確認し、「上記注意事項を理解しました。」を選択してください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（申請にあたっての注意事項）

「上記注意事項を理解しました。」
を選択してください。

「申請にあたっての注意事項」
を確認しください。



 申請区分の「建築物」または「工作物」を選択してください。

2．申請内容の入力（1/6ページ）



 申請区分で「建築物」を選択した場合、条例の適用区分を入力してください。
 「開発事業」・「開発事業（簡略協議事業）」・「小規模集合住宅等の建築」・「中高層建築物」

のいずれかに該当する場合、条例の受付番号を入力してください。
 近隣協議が必要な事業は、「朱書き日」を入力してください。

2．申請内容の入力（1/6ページ）

「中高層建築物」の該当・非該当
を選択してください。

「条例の受付番号」を正確に入力
してください。

朱書き日以降に申請してください。
申請日前の日付を入力するとエラー
となります。



 「小規模開発事業（その他）」に該当し、かつ「中高層建築物」に該当しない場合は、
「小規模開発事業（その他） 申請形式」を選択してください。
 「小規模開発事業 スマート申請」を選択した場合は、「小規模開発事業 スマート申請」の申込番号を入力してください。

2．申請内容の入力（1/6ページ）

「小規模開発事業 スマート申請」の申込番号を正確に入力してください。

「小規模開発事業 スマート申請」
で申請した場合に選択してください。



 「小規模開発事業（その他）」に該当し、かつ「中高層建築物」に該当しない場合は、
「小規模開発事業（その他） 申請形式」を選択してください。
 「書面申請」を選択した場合は、「条例の受付番号」を入力してください。

2．申請内容の入力（1/6ページ）

「条例の受付番号」を正確に入力してください。

「書面申請」で申請した場合に
選択してください。



 条例の適用区分で「適用除外」を選択した場合、「条例第３条第４項第１号（都市計画事業等）」・「条例第３条第４項第２号（仮設
建築物）」・「条例第３条第４項第３号（適用除外地域）」のいずれかを選択してください。

2．申請内容の入力（1/6ページ）



 申請する「指定確認検査機関名」及び「本店・支店名」を入力してください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（1/6ページ）



 「建築主」の情報を入力してください。
 建築主が複数の場合は「その他の建築主」の「あり」をチェックし、「その他の建築主」の情報を入力してください

2．申請内容の入力（2/6ページ）

解除する場合は「解除選択」
を押してください。

建築主が複数の場合で住所が
同じ場合は「、」で区切って
入力してください。



 「申請者（代理者）」の情報を入力してください。
 担当者がいる場合は、「連絡者の設定」の「設定する」を選択し、「連絡者」の情報を入力してください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（2/6ページ）

担当者がいる場合は、「連絡者」
を設定してください。



 「建設予定地」に関する情報を入力してください。

2．申請内容の入力（3/6ページ）

①リンク先：「にしのみやWebGIS」
にて、建設予定地の「中心地CD」を
取得し、入力してください。

全角で入力してください。
地番が複数の場合は「、」で
区切って入力してください。

町名の頭の五十音を選択し、
町名を選択してください。

町名が複数ある場合は「あり」
を選択し、町名を追加してくだ
さい。

西宮市外にまたがる場合は、
西宮市の情報のみ入力してく
ださい。



 「にしのみやWebGIS」で建設予定地の位置にカーソルを正確に合わせてください。
 画面右上の「中心地CD」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（中心地CDの取得方法1/2）

カーソルを動かすと「中心地CD」が
変わってしまいますので注意してく
ださい。



 「中心地コード」が表示されますので、コピーしてください。
 コピーした「中心地CD」をにしのみやスマート申請の中心地CD入力欄へ貼り付けてください。

2．申請内容の入力（中心地CDの取得方法2/2）

中心地コードが表示された後にカーソルを移動さ
せた場合は、「再取得」をクリックしてください。
カーソル移動後の中心地コードが表示されます。

表示されたコードをコピーしてください。



 「建設予定地」に関する情報を入力してください。

2．申請内容の入力（3/6ページ）

計画敷地が３つの用途地域にま
たがる場合は「あり」を選択し、
追加入力してください。

計画敷地が２つの用途地域にま
たがる場合は「あり」を選択し、
追加入力してください。



 「建設予定地」に関する情報を入力してください。

2．申請内容の入力（3/6ページ）

※法22条指定区域は
以下に該当する区域

西宮市の行政区域のうち、都市
計画法第８条に基づく用途地域
の決定のある区域（防火地域及
び準防火地域を除く。）

（S61.9.2西宮市告示甲第262号）

計画建築物が２以上の防火地域等
にまたがる場合は、複数選択して
ください。



 「建設予定地」に関する情報を入力してください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（3/6ページ）

地区計画区域内の場合は、
地区計画の届出が必要です。

数値のみで入力してください。
単位は「㎡」です。



 「建設計画」に関する情報を入力してください。

2．申請内容の入力（4/6ページ）

数値のみで入力してください。
単位は「ｍ」です。

数値のみで入力してください。
単位は「ｍ」です。

数値のみで入力してください。
単位は「階」です。

数値のみで入力してください。
単位は「階」です。

該当する用途がない場合は「その他」を
選択し、「建築物の用途（その他）」を
入力してください。

該当する構造がない場合は「その他」を
選択し、「建築物の構造（その他）」を
入力してください。



 「建設計画」に関する情報を入力してください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（4/6ページ）

数値のみで入力してください。
単位は「㎡」です。

数値のみで入力してください。
単位は「㎡」です。

数値のみで入力してください。
単位は「㎡」です。

数値のみで入力してください。
単位は「㎡」です。



 「建設予定地に接する道路」に関する情報を入力してください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（5/6ページ）

「国道」「県道」「市道」以外
の場合、「その他」を選択して
ください。

２以上の前面道路がある場合は、
「あり」を選択してください。

私道は、「その他」を選択して
ください。



 「建設予定地に接する道路」が複数の場合

2．申請内容の入力（5/6ページ）

２つの前面道路がある場合は、
２つ目の道路の情報を入力して
ください

３つの前面道路がある場合は、
３つ目の道路の情報を入力して
ください

３つの前面道路がある場合は、
「あり」を選択してください。

２つの前面道路がある場合は、
「あり」を選択してください。



 「建設予定地に接する道路」が複数の場合

2．申請内容の入力（5/6ページ）

４つの前面道路がある場合は、
４つ目の道路の情報を入力して
ください

４つの前面道路がある場合は、
「あり」を選択してください。



 「必須」となっている図面を添付してください。
 「次へ進む」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（6/6ページ）

必須の図面を正確に添付してください。

添付された図面の種類が異なる場合、
差戻しになります。

「土地の現況平面図」と
「土地の現況断面図」を
同図面にまとめている場
合、同じ図面を添付して
ください。

⑴宅地造成工事規制区域内
⑵風致地区内
⑶敷地面積が500㎡以上の場合

上記のいずれかに該当する場合、
必要添付図面が表示されます。



 申請内容を確認し、ページ下部の「申請する」をクリックしてください。

 修正が必要な場合は、「修正する」をクリックし、修正してください。

2．申請内容の入力（申請内容の確認）

修正が必要な場合は、「修正する」

をクリックし、修正してください。



 申請内容が正しければ、「OK」をクリックしてください。

2．申請内容の入力（申請内容の確認）



 申込番号を控えるか、このページを印刷してください。
（建築主、建設予定地がどの申込番号であるか、申請者様側で把握してください。）

2．申請内容の入力（申請の完了）



３．申請状況の確認

3．申請状況の確認



 ログイン後のホーム画面にてマイページの「もっと見る」をクリックしてください。

3．申請状況の確認



 「申請状況のお知らせ」をクリックしてください。

3．申請状況の確認



 申請状況が表示されます。

3．申請状況の確認



４．差戻し対応

4．差戻し対応



 ログイン後のホーム画面にてマイページの「もっと見る」をクリックしてください。

4．差戻し対応



 「申請状況のお知らせ」をクリックしてください。

4．差戻し対応



 差戻しされた場合は「申請内容を修正してください」と表示されます。
 修正が必要な申請をクリックしてください。

差戻しされた場合、
「申請内容を修正してください」
と表示されます。

4．差戻し対応



 「申請内容の詳細画面へ進む」をクリックしてください。

4．差戻し対応



 差戻し理由と修正が必要な項目を確認してください。

修正が必要な項目は、「修正してください」と表示されます。

4．差戻し対応



 修正を実施し、ページ下部の「申請内容を修正する」をクリックしてください

4．差戻し対応



 「次へ進む」をクリックしてください。

差戻しによる再提出は、新規受付ではなく、必ず前ページの「申請内容を修正する」をクリック
した上で本画面を表示させ「次へ進む」をクリックしてください。

4．差戻し対応



 修正が必要な箇所を修正してください。
 修正が不要な箇所はそのままで、「次へ進む」をクリックしてください。

修正が必要な箇所には「要修正」と表示されます。

4．差戻し対応

「アップロードするファイルを選択」
をクリックし、修正後の添付図書を
アップロードしてください。

修正前の添付図書は「取消」を
クリックして消去してください。



 申請内容を確認し、修正が終わりましたらページ下部の「申請する」をクリックしてください。

4．差戻し対応



 「OK」をクリックしてください。

4．差戻し対応



 申込番号は当初の申請番号と同一です。

4．差戻し対応



５．申請取下げ

５．申請取下げ



 ログイン後のホーム画面にてマイページの「もっと見る」をクリックしてください。

５．申請取下げ



 「申請状況のお知らせ」をクリックしてください。

５．申請取下げ



 「申請状況のお知らせ」一覧の中の、申請を取下げるデータを選択してください。

差戻しされた場合、
「申請内容を修正してください」
と表示されます。

５．申請取下げ



 「申請内容の詳細画面へ進む」を選択してください。

５．申請取下げ



 「申請内容照会」画面の一番下へとスクロールし、「この申請を取下げる」を選択してください。

５．申請取下げ



 「OK」をクリックしてください。

５．申請取下げ



６．交付物（建設予定地に関する調査書）
のダウンロード

６．交付物（建設予定地に関する調査書）のダウンロード



 ログイン後のホーム画面にてマイページの「もっと見る」をクリックしてください。

６．交付物（建設予定地に関する調査書）のダウンロード



 「申請状況のお知らせ」をクリックしてください。

６．交付物（建設予定地に関する調査書）のダウンロード



 手続きが完了した届出をクリックしてください。

６．交付物（建設予定地に関する調査書）のダウンロード



 「申請内容の詳細画面へ進む」をクリックしてください。

６．交付物（建設予定地に関する調査書）のダウンロード



 交付物をダウンロードしてください。
 交付物を指定確認検査機関へ提出してください。

６．交付物（建設予定地に関する調査書）のダウンロード


